
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１２２号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２４年６月５日 ００時００分ごろ 

発生場所 島根県隠岐の島町西郷岬東方沖 

 西郷岬灯台から真方位０９０°２０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°１０.２′ 東経１３３°４５.１′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三清
せい

幸
こう

丸、２９トン 

 ＳＮ２－２８３７（漁船登録番号）、有限会社清幸丸 

 乗組員等に関する情報 機関長、五級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機の全ピストン及びシリンダライナに擦過傷 

 事故等の経過  本船は、機関長ほか１０人が乗り組み、主機を回転数毎分（rpm）

８５０として主機直結の甲板機械用油圧ポンプを運転しながら、対地

速力約５～６ノットで延縄漁の操業中、平成２４年６月５日００時０

０分ごろ、西郷岬灯台から真方位０９０°２０Ｍ付近において、主機

の運転音が異常となるとともに、操舵室に設置された警報が作動し

た。 

 甲板で操業に従事していた機関長は、操舵室に赴いて主機を８００

rpm に下げたところ、主機の警報がリセットされた。 

 本船は、主機を８００rpm として操業を続け、０５時００分ごろ隠

岐の島町西郷港に帰港し、鳥取県境港市所在の造船所に入渠して点検

したところ、船底に設置されている主機の冷却海水取入口に大量の海

藻が付着し、また、主機の全ピストン及びシリンダライナに擦過傷が

生じていることが判明した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東～東、風力 ２ 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 その他の事項 

 

 本船は、操業中、全乗組員が甲板で就業しており、機関室は見回り

や点検ができていなかった。 

 主機は、他の警報装置と共に冷却海水圧力低下及び冷却清水温度上

昇の警報装置が備えられていた。 

 主機は、年間の運転時間が１,０００～１,５００時間であり、平成

２３年６月に全シリンダのピストンの開放整備が行われた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、西郷岬東方沖において操業中、主機の冷却海水取入口に海

藻が付着して海水の流れが阻害されたことから、冷却清水温度が上昇

し、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張して損傷したことによ

り、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、西郷岬東方沖において操業中、

主機の冷却海水取入口に海藻が付着して海水の流れが阻害されたた

め、冷却清水温度が上昇し、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張

して損傷したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中でも、機関室の見回りが適切に行える態勢をとること。 

 


